
○東大阪市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成17年３月25日東大阪市規則第14号

東大阪市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
（趣旨）

第１条　この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令（平成14年政令第389号。以下「政令」という。）、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則（平成14年経済産業省・環境省令第７号。この条を
除き、以下「省令」という。）及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第１条第５号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令（平成14年経済産業省・環境省令第８号）に定めるもののほか、使用済自動車の
再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（定義）

第２条　この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
（登録及び許可の更新の申請期間）

第３条　法第42条第２項若しくは第53条第２項の規定により登録の更新を受けようとする者又は法第60条第２項若しくは第67条第２項の規定により許可の更新を受けようとする者は、当該登録又は許可の有効期間が満了する
日の３月前から当該登録又は許可の有効期間が満了する日までの間に市長に申請しなければならない。
（登録の通知）

第４条　法第44条第２項（法第46条第３項において準用する場合を含む。）の規定による通知は、引取業登録等通知書（様式第１）により行う。
２　法第55条第２項（法第57条第３項において準用する場合を含む。）の規定による通知は、フロン類回収業登録等通知書（様式第２）により行う。
（登録の拒否の通知）

第５条　法第45条第２項の規定による通知は、引取業登録拒否通知書（様式第３）により行う。
２　法第56条第２項の規定による通知は、フロン類回収業登録拒否通知書（様式第４）により行う。
（登録簿の閲覧）

第６条　市長は、法第44条第１項の引取業者登録簿及び法第55条第１項のフロン類回収業者登録簿（以下これらを「登録簿」という。）を環境部産業廃棄物対策課に備え置き、一般の閲覧に供する。
２　市長は、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
（不許可の通知）

第７条　法第62条第２項の規定による通知は、解体業不許可通知書（様式第５）により行う。
２　法第69条第２項の規定による通知は、破砕業不許可通知書（様式第６）により行う。
３　法第70条第２項において準用する法第69条第２項の規定による通知は、破砕業変更不許可通知書（様式第７）により行う。
（許可証の書換え交付）

第８条　省令第56条又は第61条の規定により交付した許可証の記載事項に変更があったときは、当該許可証を書換え交付する。
（許可証の再交付の申請）

第９条　省令第56条又は第61条の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可証再交付申請書（様式第８）により市長に許可証の再交付を申請することができる。
２　汚損又は破損により前項の規定による再交付を申請しようとする者は、汚損又は破損した当該許可証を添付して申請しなければならない。
３　亡失により第１項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証が発見されたときは、発見された当該許可証を直ちに返納しなければならない。
（解体業及び破砕業の許可証の返納）

第10条　省令第56条又は第61条の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該許可証を市長に返納しなければならない。
(１)　政令第４条で定められる期間の経過により当該許可がその効力を失ったとき。
(２)　法第64条（法第72条において準用する場合を含む。）の規定による届出をしたとき。
(３)　法第66条（法第72条において準用する場合を含む。）の規定により当該許可が取り消されたとき。
（提出書類の様式）

第11条　次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。
(１)　法第43条第２項の引取業登録申請者が法第45条第１項各号に該当しない者であることを誓約する書面　様式第９
(２)　法第48条第１項の規定による届出に係る書類　様式第10
(３)　法第54条第２項のフロン類回収業登録申請者が法第56条第１項各号に該当しない者であることを誓約する書面　様式第11
(４)　法第59条において準用する法第48条の規定による届出に係る書類　様式第12
(５)　法第61条第２項の解体業許可申請者が法第62条第１項第２号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び法第68条第２項の破砕業許可申請者が法第69条第１項第２号に適合することを誓約する書
面　様式第13

(６)　法第64条の規定による届出に係る書類　様式第14
(７)　法第72条において準用する法第64条の規定による届出に係る書類　様式第15
(８)　省令第55条第１項第３号の事業計画書及び同項第４号の収支見積書　様式第16
(９)　省令第60条第１項第３号の事業計画書及び同項第４号の収支見積書　様式第17
（書類の提出部数）

第12条　法、政令、省令及びこの規則に規定する書類の提出部数は、正本１部及び写し１部とする。ただし、次に掲げる書類の提出部数は、正本１部とする。
(１)　省令第46条の申請書及びその添付書類
(２)　省令第48条の届出書及びその添付書類
(３)　省令第50条第１項の申請書及びその添付書類
(４)　省令第53条の届出書及びその添付書類
(５)　前条第１号及び第３号の誓約書
(６)　前条第２号及び第４号の届出書

附　則
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成17年３月31日規則第49号）
この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附　則（平成27年６月１日規則第62号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成28年３月31日規則第39号）
１　この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第13条中東大阪市児童福祉法施行細則第12条第５項の改正規定及び第23条中東大阪市営産業施設条例施行規則第６条第１項の改正規定は、公布の日から施行す
る。

２　この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をしたうえ、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附　則（令和元年12月11日規則第32号）抄

１　この規則は、令和元年12月14日から施行する。
６　第４条の規定による改正前の東大阪市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則様式第９、様式第11及び様式第13により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をしたうえ、同条の規定による改正後の東大阪
市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則様式第９、様式第11及び様式第13により作成した用紙として使用することができる。

様式第１（第４条第１項関係）

様式第２（第４条第２項関係）
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様式第３（第５条第１項関係）

様式第４（第５条第２項関係）



様式第５（第７条第１項関係）

様式第６（第７条第２項関係）



様式第７（第７条第３項関係）

様式第８（第９条第１項関係）



様式第９（第11条第１号関係）

様式第10（第11条第２号関係）



様式第11（第11条第３号関係）

様式第12（第11条第４号関係）



様式第13（第11条第５号関係）

様式第14（第11条第６号関係）



様式第15（第11条第７号関係）

様式第16（第11条第８号関係）



様式第17（第11条第９号関係）




